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森林総合監理士の登録・公開・変更に係る届出書

　林野庁長官　殿

森林総合監理士登録・公開の運用について（平成26年４月１日付け25林整研第268号林野庁長官通知）第２の２に規定する森林総合監理士登録簿に記載する事項及び林野庁ホームページに公開する事項について下記のとおり提出します。

　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　登録番号
（ふりがな）
氏　  名
記

以下の目的で届け出ます。

□ 登録簿への記載及び記載事項の公開
□ 登録簿の記載事項又は公開事項の変更
□ 登録簿の公開事項の公開継続又は再開

	項　　 目
	記　　載　　欄
	登録簿の記載
変更の有無
	公開の
可　否

	（ふりがな）
氏     名
	
	有・無
	公開・非公開

	本籍（都道府県）
	
	有・無
	－

	生 年 月 日
	年   月   日
	－
	－

	連　絡　先他の連絡先
勤務先等

	林野庁
連絡用
	住　　所
	〒
	有・無
	公開・非公開

	
	
	電話番号
	
	有・無
	公開・非公開

	
	
	メールアドレス
	
	有・無
	－

	
	他の連絡先
勤務先等


	名　　称
	
	有・無
	公開・非公開

	
	
	電話番号
	
	有・無
	公開・非公開

	
	
	メールアドレス
	
	有・無
	公開・非公開

	資格保有状況
	林業技士（森林総合監理）、森林インストラタクター
	有・無
	公開・非公開

	活動可能地域
	（都道府県名、地域名、市町村名）

	有・無
	公開・非公開

	支援分野
（複数回答可）
	市町村森林整備計画
	森林経営計画
	森林経営
管理制度
	公有林
	林道
	有・無
	公開・非公開

	
	森林施業
	木材流通
	森林ICT
	森林保護
	その他

	
	

	公開継続・再開
	（　継続・再開　）　　　　　　　公開内容の変更（　有　・　無　）


【個人情報の利用目的に係る同意】
私は森林総合監理士の登録・公開・変更に係る届出書（以下「届出書」という。）に記載し提出する個人情報について以下に規定されている利用目的を確認し、同意します。
☐   ←同意した場合は✓を記入して下さい。

１　林野庁長官は、届出書に記載された事項を森林総合監理士登録簿（以下「登録簿」という。）に記載するとともに、森林総合監理士の専門性等に関する情報を集約し、森林総合監理士の活動を促進するための資料として活用するものとする。
２　林野庁長官は、届出書の連絡先欄のうち林野庁連絡用欄に記載されたメールアドレスは公開せず、研修・講習会等の開催情報や市町村等への技術的支援に有用な情報等の提供、アンケート調査等に利用するものとする。
３　林野庁長官は、届出を行う者が届出書の公開の可否欄において「公開」に○を記載した事項について、林野庁ホームページに公開するものとする。

【注意事項】
１　届出書の提出目的について、「登録簿への記載及び記載事項の公開」、「登録簿の記載事項又は公開事項の変更」、「登録簿の公開事項の公開継続又は再開」のうちから、当てはまる事由全ての□に✓を記載すること。
２　林野庁連絡用欄は、届出を行う者が日常的に林野庁と連絡を取ることができる連絡先を記入すること。ただし、勤務先等他の連絡先欄に記載した連絡先と同一の連絡先であっても構わない。
３　連絡先の公開を希望する場合は、勤務先等他の連絡先欄の各項目に記入した上で、「公開」に○を記載すること。
４　資格保有状況欄は、届出を行う者が保有する資格のうち林業技士（森林総合監理）、森林インストラクター等を記載すること。
５　活動可能地域欄は、地域単位や市町村単位の場合は都道府県名も記載すること。
６　支援分野欄については、過去の支援実績や業務経験等に基づき、市町村等に対して支援することが得意な分野に○を記載すること。その他を選択した場合は具体的な支援分野を記載すること。（複数選択可）
７　登録簿の記載事項の変更を届け出る者は、変更がある事由の記載欄のみに変更後の内容を記入し、登録簿の記載の変更の有無欄の「有」に○を記載すること。変更がない事由の記載欄は空白とし、登録簿の記載の変更の有無欄の「無」に○を記載すること。
８　登録簿の公開事項の公開の継続又は再開を届け出る者は、公開継続・再開欄の「継続」か「再開」のいずれかに○を記載すること。その際、公開事項の記載内容に変更がある場合は、変更がある事由の記載欄のみに変更後の内容を記入し、登録簿の記載の変更の有無欄の「有」に○を記載すること。変更がない事由の記載欄は空白とし、登録簿の記載の変更の有無欄の「無」に○を記載すること。
９　個人情報の利用目的に係る同意欄に☑が記されていない届出書については無効とし、林野庁において廃棄する。

